
　

家
族
で
ダ
ッ
チ
オ
ー
ブ
ン
料
理
に
挑
戦
し
野
外

活
動
を
通
し
て
親
子
の
触
れ
合
い
を
楽
し
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】
7
月
13
日
（
土
）
〜
14
日
（
日
）

【
場
所
】
県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
対
象
】
小
学
生
以
上
の
家
族

【
定
員
】
20
名
程
度

【
参
加
費
】
大
人
2
0
0
0
円
、
子
ど
も
1
5
0
0
円

※
食
材
費
・
保
険
料
そ
の
他

【
申
込
期
間
】
7
月
2
日
（
火
）
〜
9
日
（
火
）

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
申
込
方
法
】
電
話
に
て
お
申
込
み

【
申
込
先
／
問
】
県
立
石
川
青
少
年
の
家 

新
里

☎
9
6
4

－

3
2
6
3

　

う
る
ま
市
は
沖
縄
島
最
大
の
干
潟
を
も
つ
地
域

で
す
。
そ
の
環
境
や
漁
業
に
詳
し
い
地
元
の
方
を

講
師
に
児
童
・
生
徒
へ
豊
か
な
干
潟
を
案
内
し
ま
す
。

干
潟
の
生
き
物
と
そ
の
特
徴
を
と
お
し
、
う
る
ま

市
の
自
然
を
学
び
ま
す
。

【
日
時
】
6
月
30
日
（
日
） 

午
前
9
時
30
分
〜
正
午

【
場
所
】
海
中
道
路
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
南
側

【
集
合
場
所
】
海
の
文
化
資
料
館
ロ
ビ
ー

【
対
象
】
小
学
校
1
年
生
以
上

【
定
員
】
5
組
（
1
組
5
人
ま
で
）

※
小
学
生
は
大
人
同
伴
必
須

【
参
加
料
】
無
料

【
申
込
期
限
】
6
月
29
日
（
土
）
ま
で

【
申
込
方
法
】
電
話
、
又
は
来
館
に
て
予
約
状
況
を

確
認
の
上
、
予
約
を
お
入
れ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
】
海
の
文
化
資
料
館

【
問
】
海
の
文
化
資
料
館
☎
9
7
8

－

8
8
3
1

　

市
内
の
歌
碑
や
文
化
資
源
を
活
用
し
、
文
化
講

座
「
う
る
ま
市
の
歌
碑
め
ぐ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
現
地
を
め
ぐ
っ
て
一
緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
・
集
合
場
所
】

7
月
20
日
（
土
）
午
後
1
時
〜
4
時

門
タ
ン
カ
ー
節
歌
碑
、
平
敷
屋
タ
キ
ノ
ー
公
園
、
海

の
文
化
資
料
館
、
高
離
節
歌
碑
、
浜
千
鳥
歌
碑
な
ど

を
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
め
ぐ
り
ま
す
。

【
対
象
】
市
民
ま
た
は
勤
務
す
る
一
般
成
人

【
定
員
】
20
名　

【
参
加
料
】
無
料

【
申
込
期
限
】
7
月
10
日
（
水
）
午
後
4
時
ま
で

※
定
員
に
達
し
次
第
締
切

【
申
込
方
法
】
お
電
話
に
て

【
申
込
先
／
問
】
文
化
財
課
☎
9
2
3

－

7
1
8
2

県
立
石
川
青
少
年
の
家 

☎
9
6
4

－

3
2
6
3

文
化
財
課 

☎
9
2
3

－

7
1
8
2

親
子
キ
ャ
ン
プ
で
野
外
料
理
に
挑
戦
し
よ
う

①
文
化
講
座
「
う
る
ま
市
の
歌
碑
め
ぐ
り
」

②
野
外
講
座
「
干
潟
の
散
策
」

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
及
び
主
任
児
童
委

員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
地

域
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。
あ
な
た
も
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
と
し
て
活
動
し
ま
せ
ん
か
。

【
主
な
活
動
内
容
】

　

守
秘
義
務
を
順
守
し
な
が
ら
、
市
民
の
皆

様
の
身
近
な
相
談
役
と
し
て
親
身
に
な
っ
て

取
り
組
み
、
各
機
関
と
連
携
し
た
近
隣
の
見

守
り
活
動
や
、
様
々
な
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
つ

な
げ
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
募
集
要
件
（
抜
粋
）
】

※
地
域
福
祉
に
理
解
と
情
熱
の
あ
る
健
康
な

方
。

※
所
属
す
る
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
の

定
例
会
な
ど
に
参
加
で
き
る
方
。

※
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
お
お
む
ね
30

歳

以
上
75

歳
未
満
の
方
、
主
任
児
童
委
員
は

お
お
む
ね
30
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
。

　

（
お
住
ま
い
の
地
域
の
自
治
会
か
ら
推
薦

後
、
推
薦
会
を
経
て
委
嘱
さ
れ
ま
す
。
）

【
募
集
す
る
地
区
】　

①
勝
連
地
区
（
平
敷
屋
、
与
勝
中
学
校
区
主

任
児
童
委
員
）

②
与
那
城
地
区
（
与
那
城
西
原
、
饒
辺
）

③
具
志
川
東
地
区
（
具
志
川
、
田
場
、
赤
野
、

昆
布
、
栄
野
比
、
み
ど
り
町
五
・
六
）

④
具
志
川
西
地
区
（
志
林
川
、
平
良
川
、
前

原
、
喜
仲
、
豊
原
）

⑤
石
川
地
区
（
城
北
、
東
山
、
東
恩
納
）

【
問
】
福
祉
総
務
課 

☎
9
8
9

－

0
2
0
3

　

地
産
地
消
及
び
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推
進
を
目

的
と
し
て
、
農
業
施
設
（
強
化
型
パ
イ
プ
ハ

ウ
ス
）
導
入
に
必
要
な
費
用
の
一
部
助
成
を

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

希
望
者
は
所
属
す
る
農
業
協
同
組
合
や
農
業

者
団
体
な
ど
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
の
要
綱
や
申
請
様
式
な
ど
詳
し

く
は
農
政
課
窓
口
に
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。

【
補
助
率
】

事
業
費
の
範
囲
内
で
10
分
の
8
以
内

※
消
費
税
相
当
額
は
含
み
ま
せ
ん
。

【
提
出
期
限
】
6
月
5
日（
水
）〜
7
月
19
日（
金
）

【
提
出
資
料
】
事
業
実
施
計
画
書

【
対
象
要
件
】

・
農
業
協
同
組
合
、
2

名
以
上
の
農
業
者
団

体
、
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
者
。

・
市
内
に
農
業
経
営
の
用
地
を
確
保
し
、
か

つ
、
市
内
に
1
年
以
上
住
所
を
有
す
る
者
。

・
対
象
地
域
は
、
市
内
の
農
業
振
興
地
域
内

で
あ
る
こ
と
。

・
市
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て

い
る
こ
と
。

・
経
営
体
育
成
支
援
事
業
及
び
沖
縄
県
新
規

就
農
一
貫
支
援
事
業
に
該
当
し
な
い
者
。

・
他
に
要
件
あ
り
。
詳
細
は
、
農
政
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
／
問
】農
政
課
☎
9
2
3

－

7
6
0
7

　

今
年
も
市
文
化
協
会
の
会
員
に
よ
る
舞
台

発
表
を
開
催
し
ま
す
。

　

多
く
の
方
の
ご
観
覧
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】

7
月
13
日
（
土
） 

午
後
5
時 

開
演

　
　

14
日
（
日
） 

昼
の
部 

午
後
1
時 

開
演

　
　
　
　
　
　

 

夜
の
部 

午
後
5
時 

開
演

【
場
所
】
市
民
芸
術
劇
場 

響
ホ
ー
ル

【
入
場
料
】
5
0
0
円

【
問
】
市
文
化
協
会

☎
9
7
4

－

0
3
3
3

　

ふ
る
さ
と
の
言
葉
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、

地
域
文
化
の
継
承
発
展
を
目
的
と
し
て
開
催

す
る
同
大
会
へ
の
出
場
者
を
募
集
致
し
ま
す
。

　

う
る
ま
市
大
会
の
最
優
秀
者
は
中
部
地
区

大
会
へ
派
遣
さ
れ
ま
す
。

【
日
時
】
7
月
27
日
（
土
） 

午
後
2
時
〜

【
場
所
】
市
民
芸
術
劇
場　

燈
ホ
ー
ル

【
参
加
資
格
】

・
各
地
域
の
独
自
性
を
出
せ
る
こ
と

・
う
る
ま
市
に
居
住
・
通
学
・
出
身
者

【
テ
ー
マ
】
テ
ー
マ
は
自
由

【
発
表
時
間
】
5
分
以
内
（
時
間
厳
守
）

【
発
表
方
法
】「
話
し
言
葉
に
よ
る
発
表
」
を

原
則
と
し
、
1
人
又
は
2
人
1
組
で
の
発
表

と
す
る
。
※
楽
器
等
使
用
の
場
合
は
事
務
局

ま
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

【
申
込
期
限
】
7
月
8
日
（
月
）
期
限
厳
守

【
申
込
方
法
】
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
文
化
協
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
申

込
用
紙
は
文
化
協
会
に
て
）

【
問
】市
文
化
協
会
☎
9
7
4

－

0
3
3
3

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
募
集
し
ま
す

頑
張
る
農
業
を
応
援
し
ま
す
事
業

①
第
15
回
う
る
ま
市
総
合
文
化
祭

　

舞
台
の
部 

開
催
に
つ
い
て

②
第
15
回
し
ま
く
と
ぅ
ば
語
や
び
ら

　

う
る
ま
市
大
会 

出
場
者
募
集

福
祉
総
務
課 

☎
9
8
9

－

0
2
0
3

農
政
課 

☎
9
2
3

－

7
6
0
7

生
涯
学
習
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー

☎
9
2
3

－

1
5
7
1

うるま市民無料相談所の

開設について

と　き：6月13日（木）、20日（木）、27日（木）

　　　 午後2時～午後4時

ところ：本庁舎東棟1階 市民相談室（国民健康保保険課 隣り）

※各日、8人まで予約できます。

※相談日の2週間前から予約が出来ます。

　予約は、電話または市民協働課窓口で受け付けます。

　（平日：午前8時30分～午後5時15分）

　行政などへの苦情や意見、要望を受け、公正・中立の立場

から、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運

営の改善に生かす仕組みです。相談内容など秘密は守られ

ます。

と　き：6月3日（月）午後1時30分～午後4時　

ところ：本庁舎東棟 1階 市民相談室（国民健康保保険課 隣り）

※都合により日程を変更することがあります。

　いじめや嫌がらせ、差別、偏見など人権に関する相談を行

います。相談内容など秘密は守られます。

と　き: 6月3日（月）午前10時～午後4時　

　　　 （正午～午後1時を除く）

ところ：本庁舎東棟 1階 市民相談室（国民健康保保険課 隣り）

※都合により日程を変更することがあります。

　家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。

と　き：【平日】午前8時30分～午後5時

ところ：本庁舎東棟2階　児童家庭課

　離婚、DVなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。

と　き：【平日】午前8時30分～午後5時

ところ：本庁舎東棟2階 児童家庭課

①市民無料法律相談 【問】市民協働課　☎973-5487

②行  政  相  談 【問】市民協働課　☎973-5487

③人  権  相  談 【問】市民協働課　☎973-5487

④家庭児童相談 【問】児童家庭課　☎973-5041

⑤女  性  相  談 【問】児童家庭課　☎973-5041

総務省沖縄総合通信事務所 監視調査課　☎098(865)2308

「電波利用のルール」を守りましょう！
電 波 利 用 環 境 保 護 周 知 啓 発 強 化 期 間 6 月 1 日 ～ 6 月 1 0 日

不法電波に待ったなし！
①無線機の利用には「技適マーク」の確認を！
②電波の利用には、原則、免許が必要！
③外国規格の無線機器は、国内では使用不可！

STOP THE  不法電波！
電波のルールって？

【問】問合せ先

2019 6月号

広報
24ＦＭうるま (86.8MHz) にて、「うるま市広報ラジオ」放送中！（月曜～木曜 正午から 10 分間）

【問】問合せ先

2019 6月号

広報
25 ＦＭうるま (86.8MHz) にて、「うるま市広報ラジオ」放送中！（月曜～木曜 正午から 10 分間）

【市公式 Facebook】友達検索で「うるま市」を検索し登録してください。 【市公式 Facebook】友達検索で「うるま市」を検索し登録してください。


